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近畿中国森林管理局長 殿 

 

 

近畿中国森林管理局入札監視委員会  

委員長  岩本 大  

 

 

  再苦情申立てについて（意見書） 

 

 

 令和５年６月 27 日付け５近企第 36 号をもって審議依頼のあった令和５年６月 12 日付で兵岡

建設株式会社から提出された再苦情申立について、当委員会として別紙のとおり意見書を作成し

ましたので報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

意 見 書 

 

 

第１ 結論 

本入札執行は、全ての入札参加者が誤った公表単価を参考として使用したもの

と推測されることから、同一条件の下で入札が行われたものと想定される。しか

しながら、修正した正しい単価を用いて予定価格及び調査基準価格を算出して入

札を執行した結果、本来の入札順位と異なる入札結果となったことに鑑み、入札

執行の手続きが公正に実施されていないと判断する。 

 

第２ 申立人の主張 

  契約状況としてホームページで公表された積算内訳書の金額と電子入札ダウン

ロードシステムで公表された材料明細書記載の単価に基づき積算した金額が異な

ることの説明と申立者が落札者とならなかった理由の説明について、入札監視委

員会による再苦情処理手続を踏まえ、適正に措置すること。 

 

第３ 当委員会の判断理由 

当委員会は前項第２の主張の根拠となる事項について審議を行った結果、全て

の入札参加者が誤った公表単価を参考として使用したものと推測されることか

ら、同一条件の下で入札が行われたものと想定される。 

しかしながら、仮に、誤った公表単価を用いて予定価格と調査基準価格を積算

して入札を執行した場合、３者ともに施工体制評価点 30 点が付与されたところで

あるのに対し、実際には、修正した正しい単価を用いて予定価格と調査基準価格

を積算して入札を執行した結果、応札額が調査基準価格に満たない２者に対して

施工体制評価点 10 点を付与することとなった。 

このため、本件については誤った公表単価を参考として入札に参加した３者に

対して、正しい単価を用いて予定価格と調査基準価格を積算して入札を執行した

結果、施工体制評価点の点数に違いが生じ、本来の入札順位とは異なる入札順位

となったものであり、当該入札執行の手続きが公正に実施されていないと判断さ

れる。 

 

 


